
女性活躍推進法に基づく情報の公表 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、当社における情報を以下の通り公

表いたします。 

 

1. 男女の賃金の差異（2025 年度） 

対象期間：2025年 4月 1日から 2026年 3月 31日まで 

（※市派遣・出向者を除く） 

区分 男女間賃金差異 備考 

全労働者 110.2% 男性平均：3,934,036円  

女性平均：4,335,468円 

正規労働者 109.4% 男性平均：4,284,422円 

女性平均：4,687,594円 

非正規労働者 86.6% 男性平均：3,583,650円 

女性平均：3,103,027円 

 
 

2. 女性管理職比率 

女性管理職比率： 4.0% （市派遣を除く管理職総数 25人のうち、女性 1人） 

 

3. 労働者の一月当たりの平均残業時間数 

2025年度 ： 3.5時間 

 

4. 有給休暇取得率 

2025年度 ： 83.3％ 


